
高知県地球温暖化防止活動推進員設置要綱

（趣旨）

第１ この要綱は、県民等に対して地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の

普及啓発を図り、地域における地球温暖化防止活動を推進するため、地球温暖化対策

の推進に関する法律（平成１０年１０月９日法律第１１７号。以下「法」という。）第

３７条第１項の規定に基づき、高知県地球温暖化防止活動推進員（以下「推進員」と

いう。）を設置し、その実施について必要な事項を定めるものとする。

（推進員の活動）

第２ 推進員は、法第３７条第２項の規定に基づく活動のほか、法第３８条の規定に基づ

き設置された高知県地球温暖化防止活動推進センターの事業等に関して必要な協力を

行う。

（資格）

第３ 推進員は、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及、並びに地球

温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有し、次に掲げる事項に該

当する者とする。

（１）高知県内に居住、在勤、在学する者で自ら県内の地域住民等とともに自主的な活動

を行うことができる者

（２）年齢が満 20歳以上の者
（委嘱の手続）

第４ 推進員を希望する者は、別に定める高知県地球温暖化防止活動推進員募集要領に示

す、「高知県地球温暖化防止活動推進員申込書」を知事に提出するものとする。

（選考及び委嘱）

第５ 知事は、第３に定める資格を有し、委嘱を希望する者の中から選考し、推進員を委

嘱する。

２ 知事は、推進員を委嘱したときは、身分証明書（別記様式第１号）を交付するものと

する。

３ 推進員は、身分証明書を紛失（破損等を含む。）したときは、別記様式第５号による高

知県地球温暖化防止活動推進員身分証明書再交付申請書により、知事に申請し、身分証

明書の再交付を受けなければならない。

４ 推進員は、第２に定める活動を行うときは、身分証明書を携帯し、関係者の請求があ

ったときは、これを提示しなければならない。

（登録名簿）

第６ 知事は、推進員を委嘱したときは地球温暖化防止活動推進員登録名簿（別記様式第

２号）を整備し、委嘱した推進員を登録するものとする。

（任期）

第７ 推進員の任期は３年とする。



（報告）

第８ 推進員は、委嘱期間中、住所、氏名等、登録名簿の記載事項に変更が生じたときは、

速やかに知事にその旨を報告しなければならない。

２ 推進員は、第２に定める活動の実績について、別記様式第３号により高知県地球温暖

化防止活動推進センターに報告するものとする。

（更新）

第９ 委嘱の有効期間の更新（以下「更新」という）を受けようとする者は、有効期間満

了の三月前から一月前までの間に、様式第４号による申請書により、現に有する身分

証明書の写しを添えて、申請するものとする。

２ 更新者の決定は、高知県及び高知県地球温暖化防止活動推進センターで組織する選

考委員会が過去３年間の活動状況等を基に選考した者を知事が再委嘱する。

（推進員の活動上の義務）

第 10 推進員は、推進員であることを利用して宗教、営利活動など、推進員として相応し

くない行為をしてはならない。

２ 推進員は、その活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。委嘱が解かれた後

も同様とする。

（解嘱）

第 11 知事は、推進員が次の各号の一に該当するときは、委嘱を解くことができる。

（１）本人から辞退の申出があったとき。

（２）推進員としての活動が困難になったと認められるとき。

２ 知事は、推進員が次の各号の一に該当するときは、委嘱を取り消すことができる。

（１）第 10に定める推進員として相応しくない行為を行ったと認められるとき。
（２）その他、推進員として相応しくない行為が認められたとき。

３ 推進員は、前２項の規定によりその身分を失ったときは、直ちに身分証明書を知事に

返付しなければならない。

（事務取扱）

第 12 本要綱に関する事務は、高知県林業振興・環境部環境計画推進課が行う。

（その他）

第 13 この要綱に定めるもののほか、推進員制度に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成１８年７月１日から施行する。

附則

平成２０年４月１日一部改正。同日から施行する。

附則

平成２１年３月１６日一部改正。同日から施行する。

附則

平成２１年４月１日一部改正。同日から施行する。



附則

平成２３年６月１３日一部改正。同日から施行する。

附則

平成２６年３月１０日一部改正。同日から施行する。

附則

平成２７年５月１５日一部改正。同日から施行する。

附則

平成２８年５月２７日一部改正。同日から施行する。

附則

令和元年１２月１３日一部改正。同日から施行する。

附則

令和３年５月３１日一部改正。同日から施行する。



様式第１号

表 面

裏 面

（備考）

１ 用紙の大きさは縦 5.5cm横 8.6cmとする。
２ 写真の大きさは、縦 3.0cm横 2.5cmとする。

身 分 証 明 書

No.
氏 名

生年月日 年 月 日

任 期 年 月 日 から

年 月 日 まで

上記の者は、高知県地球温暖化防止活動推進員

であることを証明します。

年 月 日

高知県知事 氏 名 印

（写 真）

割

印

〈注 意〉

１ この身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

２ この身分証明書の記載事項を書き直すことはできない。

３ この身分証明書を紛失（破損等を含む。）したときは、身分証明書の再交付を受

けなければならない。

４ 推進員の身分を失ったときは、この身分証明書を直ちに発行者に返付しなければ

ならない。

高知県地球温暖化防止活動推進員は、地球温暖化対策に関するため

の知識を広め、地域での地球温暖化防止活動を支援するための活動

を行います。



様式第２号（表面）

高知県地球温暖化防止活動推進員登録名簿

項 目 内 容

委 嘱 年 月 日 年 月 日 更新 年 月 日

（ ふ り が な ）

氏 名

生 年 月 日 年 月 日

現 住 所

（〒 － ）

電話 FAX
E-mail

職 業

勤 務 先

（所属・役職名）

（〒 － ）

電話 FAX
E-mail

所 属 団 体

（ 役 職 名 ）

主 な 活 動 地 域

活 動 可 能 な

日 ・ 時 間

午前 午後 夕方～夜

平日（月～金）

土曜・日曜・祝日

その他（ ）

備 考



様式第２号（裏面）

記載事項変更等記入欄

年 月 日 変 更 事 項 等



様式第３号

高知県地球温暖化防止活動推進員活動実績報告書

年 月 日

高知県地球温暖化防止活動推進センター長 様

住 所

氏 名

１. 活動期間 年 月 ～ 年 月

２. 活動実績

月/日 活動内容

テーマ

活動場所

普
及
啓
発
対
象
者
数

当てはまるものに○をつけて下さい

活動手法
情報

収集等

子
ど
も
向
け
出
前
講
座(

※
１)

大
人
向
け
出
前
講
座

事
業
者
を
対
象
と
し
た
活
動

イ
ベ
ン
ト
で
の
普
及
啓
発
（
※
２
）

地
域
活
動
に
合
わ
せ
た
普
及
啓
発(

※
３)

そ
の
他

研
修
等
の
受
講

推
進
員
同
士
の
情
報
交
換
等

/

/

/

/

/

/



２. 活動をとおして県民から受けた相談等の内容及び回答内容・方法

３. 活動をとおしての感想等

※１普及対象者が高校生までの場合

※２不特定多数の者が参加する中で普及啓発活動を行う場合

※３防災訓練や体験学習等の参加者が特定される場で普及啓発活動を行った場合

※４普及啓発対象者数の欄は合計人数を記載すること。活動手法及び情報収集等の欄は区分ごとに○を

つけた数の合計を記載すること。

/

/

/

/

/

/

合 計(※４)

月/日 相談等の内容 回答内容・対応



様式第４号（表）

高知県地球温暖化防止活動推進員更新申請書

登 録 番 号

（ ふ り が な ）

氏 名

生 年 月 日 年 月 日

現 在 の 任 期 年 月 日～ 年 月 日

現 住 所

（〒 － ）

電話 FAX
E-mail

勤 務 先

（所属・役職名）

（〒 － ）

電話 FAX
E-mail

所 属 団 体

（ 役 職 名 ）

主 な 活 動 地 域

活 動 可 能 な

日 ・ 時 間

午前 午後 夕方～夜

平日（月～金）

土曜・日曜・祝日

その他（ ）

3 年間の活動を通
じての意見･感想



様式第４号（裏）

任期の更新をするにあたり、推進員として今後どのような活動をしていきた

いか等、来期に対する抱負をご記入ください。



様式第５号

高知県地球温暖化防止活動推進員身分証明書再交付申請書

年 月 日

高知県知事 様

（高知県地球温暖化防止活動推進員）

氏 名

住 所

登録番号

申請の理由

（「３紛失」以外の場合は、古

い身分証を返納すること。）

１ 破損 ２ 汚損 ３ 紛失

４ その他

申請事由発生年月日 年 月 日

紛失の場合

（紛失の状況）

その他


